
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告理由第一、二点について。

　所論証拠調の決定は原審口頭弁論において適法に取消されたことは記録上明らか

であるその他、証拠調の限度は、事実審たる原審の自由裁量に属するところであつ

て、原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用することができない。

　同第三点について。

　所論内金二万円弁済の事実は、上告人が原審において主張しないところであるか

ら原審がこれについて判断をしなかつたのは当然であつて、論旨は理由がない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

　右は、全裁判官一致の意見である。
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